
   
 
 
 
 
 

被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令の施行について＜抜粋＞ 
 
 
 ５ 大規模半壊世帯 
 
  法第２条第２号二に定める世帯（大規模半壊世帯）については、「居住する住宅が
半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定め
るものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難で
あると認められる世帯」としている。大規模半壊は、「構造耐力上主要な部分」の補
修が必要であるだけではなく、住宅における主要な居室、機能等を含む「大規模な補
修」が必要である場合を念頭においている。この趣旨を踏まえつつ、具体的には、「災
害の被害認定基準について」（平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣府政策統
括官（防災担当）通知）による「住家半壊」の基準のうち、原則として下記に従って
「大規模半壊」の認定を行うこと。 

 
住家半壊の基準 うち「大規模半壊」 

 損壊部分が延床面積の２０％以上７０％ 
 未満のもの 

５０％以上７０％未満 

 損害割合（経済的被害）が２０％以上 
 ５０％未満のもの 

４０％以上５０％未満 

 
  ※「構造耐力上主要な部分」とは、令第２条により、建築基準法施行令第１条第３号

に定めるものとする。 
具体的には、住宅の荷重を支え、外力に対抗するような基本的な部分（基礎、基
礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類
するもの）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するもの））
等を指し、構造耐力上重要でない、間仕切り用の壁、間柱、畳、局所的な小階段等
は含まない。 

平成２２年９月３日 府政防第６０８号 

内閣府政策統括官（防災担当）から 

各都道府県知事、財団法人都道府県会館理事長あて通知 
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府 政 防 第 ８４２ 号      

平成 16 年 10 月 28 日 

 

各都道府県知事 殿 

財団法人都道府県会館 理事長 殿 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当） 

 

 

浸水等による住宅被害の認定について 

 

標記については、新潟・福井豪雨災害以来続いている一連の

豪雨、台風等の災害による家屋の浸水被害の状況等を踏まえ、

住宅被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用

を図ることにより、被災者生活再建支援法の積極的活用を図る

観点から、下記のとおり示すこととした。 

各都道府県におかれては、被災住宅の被害認定にあたってこ

れを積極的に活用し、被災者の支援に万全を期されたい。なお、

貴管内の市町村に周知方取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．これらの住宅の被害の認定にあたっては、被害の状況に応

じ適切に認定を行うことが必要である。特に、床上浸水等の

被害に係る住宅の被害認定にあたっては、以下の点に留意し、
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「床上浸水」等の被害の状況に応じ、被災者生活再建支援法

を積極的に活用されたい。 

 

（１）床材、壁材、断熱材などの建材は、一度浸水すると、本

来の機能を損失し、又は通常求められる住居の快適性を著し

く阻害する場合がある。このため、被害認定にあたっては、

以下の点について留意が必要である。具体的には、各建材に

ついて、以下のとおり取り扱い願いたい。 

 

①  浸水により、畳が吸水し膨張した場合には、「床」の損傷

として取り扱うものであること。 

②  浸水により、合成樹脂系床材が汚損や剥離した場合には、

「床」の損傷として取り扱うものであること。 

③  浸水により、床の下地材等が吸水・膨張等した場合には、

「床」の損傷として取り扱うものであること。 

④  浸水により、階段の床板等が汚損や浮きが生じた場合には、

「床」の損傷として取り扱うものであること。 

⑤  浸水により、フローリング材の眉間剥離・浮き上がり等し

た場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

⑥  浸水の水位が低位であった場合でも、壁内部のパネルや断

熱材の吸水により、壁の全面が膨張している場合には、「内

壁」全面の損傷として取り扱うものであること。 

⑦  浸水により、外壁のモルタルやタイル等の仕上げ壁の汚損

や剥離等した場合には、「外壁」の損傷として取り扱うも

のであること。 

⑧  浸水により、塗土が剥落した場合には、「外壁」・「内壁」
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の損傷として取り扱うものであること。 

⑨  浸水により、クロスの剥離・表面劣化・剥離した場合には、

「内壁」・「天井」の損傷として取り扱うものであること。 

⑩  浸水により、屋根断熱材・屋根防水材の機能を損失した場

合には、「屋根」の損傷として取り扱うものであること。 

 

（２）また、住宅の建具と浴槽、便器、洗面所、台所の流し台

などの水廻りの衛生設備等についても、住宅の構成要素であ

ることから、被害認定にあたっては、その損害を評価するこ

と。特に、これら水廻りの衛生設備等については、一度浸水

すると、使用できない場合があることから、これら水廻りの

衛生設備等が、一見したところ損傷していない場合において

も、実際に使用可能な状態にあるかどうかについて、被害認

定にあたり、確認する必要がある点に留意願いたい。具体的

には、建具、設備等について、以下のとおり取り扱い願いた

い。 

 

①  浸水により、襖・障子・ドアが変形し、開閉が困難となっ

た場合には、「建具」の損傷として取り扱うものであるこ

と。 

②  浸水により、ドア等の面材が膨張剥離した場合には、「建

具」の損傷として取り扱うものであること。 

③  台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水に

より、衛生設備としての機能を損失する場合があり、その

場合、「設備」の損傷として取り扱うものであること。 
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（３）浸水被害をもたらす台風災害においては、浸水被害ばか

りではなく強風による被害を伴う場合が多い。浸水被害を認

定する場合には、強風による被害についても併せて認定する

よう留意願いたい。具体的には、屋根、天井について、以下

のとおり取り扱い願いたい。 

 

○強風により、屋根が損壊して浸水し、天井板等が吸水・膨

張等した場合には、「屋根」・「天井」の損傷として取り扱

うものであること。 

 

（４）浸水被害をもたらす台風災害においては、堤防の決壊に

よる水圧や土砂崩れになる土石や泥流の流入によって、住宅

に物理的な損傷が生じる事例も多い。特に、柱や基礎は、住

宅の構造耐力上の重要な構成部位であることから、こうした

損傷についても、浸水による被害と併せて認定するよう、特

に留意願いたい。具体的には、柱、基礎の損傷について、以

下のとおり取り扱い願いたい。 

 

① 泥流により、柱が損傷を受け変形等した場合等には、「柱」

の損傷として取り扱うものであること。 

② 泥流により、基礎が流出・ひび割れ等した場合には、「基

礎」の損傷として取り扱うものであること。 

 

２．１．に示した点に留意しつつ、適切な被害認定を行うこと

により、浸水により畳が浸水し、壁の全面が膨張しており、さ

らに、浴槽などの水廻りの衛生設備等についても機能を損失し
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ている場合等には、一般的に「大規模半壊」又は「全壊」に該

当することになるものと考えられる。 

また、施行令第２条第１号に基づき、「半壊」であっても、

やむを得ず住宅を解体する場合には、「全壊」と同様に取り扱

うこととなるが、浸水等の被害により、流入した土砂の除去や

耐え難い悪臭のためやむを得ず住宅を解体する場合には、「や

むを得ず解体」するものとして、「全壊」と同様に取り扱うも

のとする。 
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災害に係る住家被害認定基準運用指針の見直しの骨子 
 
１．運用指針の構成 

「地震等」と「浸水」の２編構成を、「地震」、「水害」、「風害」

の３編構成とし、災害の種類に応じた調査・判定方法を定めるこ

ととする。 
 

災害 想定している住家被害 

地震 
・ 地震力が作用することによる住家の損傷 
・ 地震に伴う液状化等の地盤被害による住家の損傷 

水害 
・ 浸水することによる住家の機能損失等の損傷 
・ 水流等の外力が作用することによる住家の損傷 
・ 水害に伴う宅地の流出等の地盤被害による住家の損傷 

風害 

・ 風圧力が作用することによる住家の損傷 
・ 暴風に伴う飛来物の衝突による住家の損傷 
・ 損傷した箇所から雨等が降り込むことによる住家の機能損失等

の損傷 

 
 
２．調査方法 
（１）災害ごとの調査フローの明確化 

現行運用指針で定められている３段階（地震等）又は２段階（浸

水）の判定フローに代えて、災害ごとに調査フローを定めること

とする。 
 

災害 調査フロー 

地震 

地震により被災した住家に対する被害調査は、第１次調査、第２

次調査の２段階で実施する。 
第１次調査は、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の

計測及び住家の主要な構成要素（外部から調査可能な部分に限る。）

ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。 
第２次調査は、第１次調査を実施した住家の被災者から申請があ

った場合に実施する。第２次調査は、外観の損傷状況の目視による

把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素ごとの損傷程度

等の目視による把握を行う。 

水害 
水害により被災した住家に対する被害調査は、外観の損傷状況の

目視による把握、住家の傾斜の計測、浸水深の計測及び住家の主要

な構成要素ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。 

風害 
風害により被災した住家に対する被害調査は、外観の損傷状況の

目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素ごと

の損傷程度等の目視による把握を行う。 
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（２）被災建築物応急危険度判定（以下「応急危険度判定」という。）

との連携 
①調査の対象とする地域の設定や調査する地域の順番の決定等、

被害認定調査の方針を決める際に、応急危険度判定の判定結果

を参考にすることができることを明記する。 
 

②被災住家に応急危険度判定のステッカーが貼付されている場合

には、その判定結果及びコメントを確認することとする。 
 
（３）調査結果の記録等 

調査結果（調査票、損傷状況の分かる写真等）については、

被災者から求められた場合等に、住家の被害の程度の判定結果

及びその理由について情報提供できるよう、適切に記録し、整

理しておくこととする。 
 
（４）被災者から不服の申立てがあった場合の対応 

調査実施後（地震の場合は第２次調査実施後）、被災者から判

定結果に対する不服の申立てがあった場合には、当該被災者の

不服の内容を精査し、再調査が必要と考えられる点があれば、

その点について再調査を行う。 
再調査に基づく住家の被害の程度の判定結果については、理

由とともに当該被災者に示すこととする。 
 
 
３．判定方法 
（１）一見して全壊と判定する場合の追加 
 地震に伴う地盤被害により基礎に著しい損傷がある次のような

場合について、外観から一見して全壊と判定することとする。 
・基礎のいずれかの辺が一見して全部破壊しており、かつ破壊している基

礎の直下の地盤に、地震に伴う陥没、隆起、液状化等の被害が生じてい

る場合 
 

（２）傾斜と沈下量から全壊と判定する場合の追加 
非木造の住家のうち、基礎ぐいを用いた住家については、傾

斜が１／６０以上であり、かつ、地震に伴う液状化等の地盤被

害により基礎の最大沈下量又は最大露出量が 30cm 以上の場合

は、全壊と判定することとする。 
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（３）明らかに半壊に至らないと判定する場合の追加 
風害により被災した住家の被害認定において、外装※に、脱落、

破損等の損傷が生じておらず、住家内への浸水の恐れがないと

考えられる場合は、半壊に至らないと判定する。 
 

※外装：木造・プレハブの住家にあっては、屋根、外壁及び建具とし、非木造の

住家にあっては、外部仕上・雑壁・屋根とする。 
 

（４）各部位の範囲及び構成比の見直し 
①木造・プレハブの住家の内壁及び耐力壁の範囲を次のとおり明

確化する。 
 

耐力壁 土塗壁、筋かいを入れた軸組、柱及び間柱にボード等を釘打ち

した軸組、枠材に合板等を釘打ちしたパネル等 
内壁 モルタル塗り仕上、しっくい塗り仕上、合板壁やボード（クロ

ス等の壁紙を貼った部分を含む。）の仕上面、断熱材 
 

②木造・プレハブの住家の設備及び非木造の住家の設備等（外部

階段を含む。) のうち住家内のものについて、対象範囲を見直す。 
 

 現行 見直し案 

対象 
設備 

台所の流し台、洗面台、便器、

浴槽等の本体、配管の取り付け

口等 

システムキッチン、洗面台、便

器、ユニットバス、配管の取り

付け口等 
 

③木造・プレハブの住家の設備、及び非木造の住家の設備等（外

部階段を含む。）の対象範囲の見直しに伴い、部位別構成比につ

いて次の見直しを行う。 
 

木造・プレハブ 非木造 

部位 現行 見直し案 部位 現行 見直し案 

設備 ５％ １０％
設備等（外部

階段を含む。）
１０％ 

１５％
(住家外５％、

住家内１０％)

外壁 １５％ １０％ 建具 １０％ ５％
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④地震による住家被害に係る第１次調査（木造・プレハブ）の判

定における部位別構成比について、次の見直しを行う。 
 

現行 
（２次判定） 

見直し案 
（第１次調査） 

屋根 １０％ 屋根 １０％ 
柱（又は耐力壁） ３０％ 
外壁 ５０％ 

壁（外壁） 
８０％ 

基礎 １０％ 

 

基礎 １０％ 
 
（５）損傷の例示及び損傷程度の見直し 

①木造・プレハブの住家において、基礎の直下の地盤が流出、陥

没又は液状化した場合には、その部分の全基礎長さを損傷基礎

長とする。 
 

②当該部位以外の部位の損傷を補修するための工事（いわゆる道

連れ工事）に伴う損傷を木造・プレハブの住家の内壁、柱（又

は耐力壁）及び床（階段を含む。）の損傷の例示に追加する。 
 

部位 損傷の例示 損傷程度 

内壁 

・ 柱、梁に割れが見られるため、内壁の一部（仕

上）の取り外しが必要である。 

 

５０％

・ 浸水により断熱材の吸水による機能損失（再使

用が不可能な程度）が見られるため、耐力壁の

一部（ボード等）の取り外しが必要である。 

１０％

柱(又は

耐力壁) ・ 浸水により壁体内部の柱等が著しく吸水して

いるため、耐力壁の一部（ボード等）の取り外

しが必要である。 

１０％

床(階段

を含

む。) 

・ 床下に堆積した汚泥を除去するため、床の一部

（床板等）の取り外しが必要である（基礎の構

造が布基礎又はべた基礎の住家に限る。）。 

７５％

  

③水害による汚泥堆積の被害を木造・プレハブの住家の基礎の損

傷の例示に追加する。 
 

部位 損傷の例示 損傷程度 

基礎 ・ 汚泥が堆積している。 １０％
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④暴風に伴う飛来物による損傷を木造・プレハブの住家の屋根、

耐力壁及び外壁の損傷の例示並びに非木造の住家の耐力壁及び

外部仕上・雑壁・屋根の損傷の例示に追加する。 
 

損傷の例示 損傷程度 

・ 一部に飛来物による軽微な衝突痕がある。 ２５％

・ 金属板葺材の半分程度がはがれている。（木造・プレハブ

の屋根の場合に限る。） 

・ 一部に飛来物による突き刺さり、貫通痕がある。 

５０％

・ 大半で多数の飛来物による衝突痕、突き刺さり、貫通痕

がある。 

・ 野地板の一部がはがれている。（木造・プレハブの屋根の

場合に限る。） 

７５％

・ 全面にわたって多数の飛来物による衝突痕、突き刺さり、

貫通痕がある。 

・ 野地板の損傷が著しい。（木造・プレハブの屋根の場合に

限る。） 

１００％

  

⑤木造・プレハブの住家の設備及び非木造の住家の設備等（外部

階段を含む。）のうち住家内のものについて、次のとおり損傷の

判断の目安を定める。 
 

台所 損傷率３０％の範囲内で判定する 
浴室 損傷率３０％の範囲内で判定する 
その他 損傷率４０％の範囲内で判定する 

 

⑥水害による住家の損傷の損傷程度を実態に合わせ、次のとおり

見直す。（（ ）内が現行の損傷程度） 
 

【木造・プレハブの住家】 
部位 損傷の例示 損傷程度 

内壁 

・ 浸水により仕上塗壁材の剥離等が見られる。 

・ 浸水により壁クロスの汚損・表面劣化・剥離等

が見られる。（下地材の交換を要しない程度） 

・ 浸水により塗土の半分程度が剥落している。 

５０％

(３０％)

天井 

・ 浸水により天井仕上（クロス等）の剥離・表面

劣化が見られる。（下地材の交換を要しない程

度） 

７５％

(３０％)

建具 

・ 浸水による襖・障子・ドアの破損。（表面、格

子、縁の洗浄、張り替えによって、再使用が可

能な程度） 

１０％

(１５％)
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-6- 

【非木造の住家】 
部位 損傷の例示 損傷程度 

内部仕

上・天井 

【内部仕上】 

・ 浸水により仕上塗壁材の剥離等が見られる。 

・ 浸水により壁クロスの汚損・表面劣化・剥離等

が見られる。 

【天井】 

・ 浸水により天井仕上（クロス等）の剥離・表面

劣化が見られる。（下地材の交換を要しない程

度） 

５０％

(３０％)

建具 

・ 浸水による襖・障子・ドアの破損。（表面、格

子、縁の洗浄、張り替えによって、再使用が可

能な程度） 

１０％

(１５％)

 
（６）２階建等の住家における１階等の価値を考慮した損害割合の 

算定 
水害等により専ら１階が被害を受けた住家については、原則と

して当該住家の損害割合を 1.25 倍できることとする等、２以上の

階を有する住家における１階等の価値を考慮した損害割合の算定

方法を定めることとする。 

 
（７）応急危険度判定との関係 

応急危険度判定において次のア又はイに該当することにより

「一見して危険」と判定された住家については、この判定結果

を参考として、全壊の被害認定を行う場合もあることとする。 
ア．建築物全体又は一部の崩壊・落階 
イ．建築物全体又は一部の著しい傾斜 

 
 

※ 市町村において災害の規模等に応じた適切な調査が実施できる

よう、調査票について、引き続き検討を行う。 
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地震保険について 

 
 
 
地震保険の概要 

 

  地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を

補償する地震災害専用の保険です。 

＜地震保険の特徴＞ 

・ 地震保険の対象は居住用の建物と家財です。（店舗等は対象外） 

・ 火災保険でカバーされていない「地震を原因とする火災による損害」や「地震により延焼・拡大した

損害」に対して補償します。 

・ 地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。

すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。 

（地震保険のみの保険はない） 

・ 地震保険は、国と民間が協力して設定しているものであり補償内容は一律です。一般家庭向けの地震

保険の窓口は火災保険を取り扱っている各保険会社ですが、これらは全て日本地震再保険株式会社と

いう会社にまとめられており、補償内容も一律になります。 

 

 

地震保険の補償内容 

 

 《対象》  

居住の用に供する建物及び家財。（生活用動産） 

 《対象外》 

   工場、事務所専用建物など住居として使用されない建物、１個または１組の価格が３０万円を超える

貴金属・宝石・骨董、通貨、有価証券（小切手・株券・商品券等）、預貯金証書、印紙、切手、自動

車等。 

  

 建物 

引受限度 損害の程度 支払保険金 

全損 
契約金額全額 

（時価が限度） 

半損 
契約金×５０％ 

（時価の５０％が限度） 
５０００万円 

一部損 
契約金額×５％ 

（時価の５％が限度） 

 

家財 

引受限度 損害の程度 支払保険金 

家財全損 
契約金額全額 

（時価が限度） 

家財半損 
契約金×５０％ 

（時価の５０％が限度） 
１０００万円 

家財一部損 
契約金額×５％ 

（時価の５％が限度） 
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 契約の上限 

  火災保険の３０％～５０％ 

契約の上限は火災保険金額の５０％までとされているため、「地震や噴火、津波により家が全壊したと

しても、時価の半分までしか保険金を受け取れない」ということになります。さらに、補償限度額は「建

物５０００万円まで、家財１０００万円まで」とされているため、 
3,000 万円の建物は、最大 1,500 万円までしか地震保険を契約できない 
２億円の建物でも、最大 5,000 万円までしか地震保険を契約できない 

ということになります。また、高級品（貴金属・書画・骨董等で 1個または 1組が３０万円以上のもの）

は対象外となっています。 

以上のように、地震保険だけでは全壊してもよくて半分までしか補償されないのです。補償内容を上乗

せするためには、民間の各保険会社が販売している保険を用いるか、ＪＡ共済の建物更生共済に加入する

ことが挙げられます。 

 

損害の認定基準 

 

  地震保険の保険金支払の際にポイントとなる、全損・半損・一部損の基準です。 

建物 

・主要構造部の損害額が建物の時価の５０％以上 

または 

・焼失、流失した床面積が建物の延床面積の７０％以上 全損 

家財 家財の損害額が時価の８０％以上 

建物 

・主要構造部の損害額が時価の２０％以上５０％未満 

または 

・焼失、流失した床面積が建物の延床面積の２０％以上７０％未満 半損 

家財  家財の損害額が時価の３０％以上８０％未満 

建物 

・主要構造部の損害額が建物の時価３％以上２０％未満 

または 

・床上浸水 

（地震等を原因とする水災で、床上浸水または地盤面から４５cm を超え

る浸水を受けた場合で、その損害が全損、半損、一部損に至らないと

きは一部損とみなす） 

一部損 

家財  家財の損害額が時価の１０％以上３０％未満 

 

 

政府の再保険 

 

  地震等による被災者の生活の安定に寄与する事を目的として、民間保険会社が負う地震保険責任を政府

が再保険し、再保険料の受入れ、管理・運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、

再保険金の支払を行うために地震再保険特別会計において区分経理しています。 
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激甚災害法 

昭和三十七年法律第百五十号 

 

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 

 

最終改正 平成五年五月二十一日法律第四十八号 

 

第一章 総則 

 

（趣旨） 

第一条 

 この法律は、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三五）に規定する著しく激甚である災害が発

生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の財政援助又は被

災者に対する特別の財政措置について規定するものとする。 

 

（激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定） 

第二条 

 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特

別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として政令で

指定するものとする。 

 ２ 前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚災害に対して適用すべき措置

を当該政令で指定しなければならない。 

 ３ 前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見を

きかなければならない。 

   

 

第二章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

 

（特別の財政援助及びその対象となる事業） 

第三条 

 国は、激甚災害に係る次の各号に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村（以下

「特定地方公共団体」という。）がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団

体の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するもの

とする。 

 一 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七号）の規定の適用を受ける公共

土木施設の災害復旧事業 

 二 前号の災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が機体できないと認められるため

これと合併して行なう公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条に掲げる施設で政令で定めるものの

新設又は改良に関する事業 

 三 公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和二十八年法律第二百四十七号）の規定の適用を受ける公立

学校の施設の災害復旧事業 

 四 公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第八条第三項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同

施設の建設又は補修に関する事業 

 五 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第四十条又は第四十一条の規定により設置された保護

施設の災害復旧事業 

 六 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十五条第二項から第四項までの規定により設置さ

れた児童福祉施設の災害復旧事業 

 六の二 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第十五条の規定により設置された養護老人ホーム

及び特別養護老人ホームの災害復旧事業 

 七 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第二十七条第二項又は第三項の規定により都
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道府県又は市町村が設置した身体障害者更正援護施設の災害復旧事業 

 八 精神薄弱者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）第十九条の規定により都道府県又は市町村が設置

した精神薄弱者更正施設又は精神薄弱者授産施設の災害復旧事業 

 九 売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）第三十六条の規定により都道府県が設置した婦人保護施

設（市町村又は社会福祉法人が設置した婦人保議施設で都道府県から収容保護の委託を受けているものを含

む。）の災害復旧事業 

 十 伝染病予防法（明示三十年法律第三十六号）第十七条第一項の規定により設置された伝染病院、隔離

病舎、隔離所又は消毒所の災害復旧事業 

 十一 激甚災害のための伝染病予防法第二十二条の規定による都道府県の支弁又は同法第二十一条若し

くは第二十二条の規定による地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市（以下「指定都市」という。）の支弁に係る伝染病予防事業及び伝染病予防法第十九条第二項の規定

により市長が行なう伝染病予防事業 

 十二 激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川。道路、公園その他の施設で政令で定め

るものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する以上に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等（以下「堆積

土砂等」という。）の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの（他の法令に国の負担若しくは

補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に附随

した行なうものを除く。） 

 十三 激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外の堆積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集

積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村

が行なう排除事業（他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。） 

 十四 激甚災害の発生に伴い浸入した水で浸入状態が政令で定めるもの（以下「湛水」という。）の排除

事業で地方公共団体が施行するもの 

 ２ 前項第六号に掲げる児童福祉施設の激甚災害に係る災害復旧事業については、児童福祉法第五十六条

の二第一項第一号に該当しないもの（地方公共団体が設置したものを除く。）が同項第二号に該当する場合

には、当該施設については、同条及び同法第五十六条の三の規定を準用する。 

 

（特別財政援助額等） 

第四条 

 前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額（以下この条において「特

別財政援助額」という。）は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算

出した同条第一項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分し

て順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。 

 一 激甚災害が発生した都市の四月一日の属する会計年度における当該都道府県の税収入（公共土木施設

災害復旧事業費国庫負担法第二条第四項に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」

という。）の百分の十をこえ、百分の五十までに相当する額については、百分の五十 

 二 前号に規定する標準税収入の百分の五十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の五十

五 

 三 第一号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の六

十 

 四 第一号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の

七十 

 五 第一号に規定する標準税収入の百分の四百をこえ、百分の六百までに相当する額については、百分の

八十 

 六 第一号に規定する標準税収入の百分の六百をこえる額については、百分の九十 

 ２ 特定地方公共団体である市町村に係る特別財政援助額の算定方法は、前項に規定する算定方法に準じ

て政令で定める。 

 ３ 前二項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事業ごとの特定地

方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。この場合において、事

業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業について、当該事業についての負担又は補助に係る法令の

規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。 

 ４ 前条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事業に係る前項による交付金の交付の事務は、政令で
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定める区分に従つて農林水産大臣又は建設大臣が行なう。 

 ５ 激甚災害に係る前条第一項第五号から第六号の二まで及び第九号に掲げる事業のうち、地方公共団体

以外の者が設置した施設に係る事業については、国は、政令で定めるところにより、当該施設の設置者に交

付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額を当該施設の所在する都道府県

又は指定都市に交付するものとする。 

 ６ 第一項から第三項までの規定により国が交付等を行なう特別財政援助額の交付等の時期その他当該

特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

第三章 農林水産業に関する特別の助成 

 

（農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置） 

第五条 

 激甚災害を受けた政令で定める地域における当該激甚災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復

旧事業（農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和二十五年法律第百六十九号。

以下「暫定措置法」という。）の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下この条において同じ。）又は当該

農業用施設若しくは林道の災害復旧事業に係る災害関連事業（当該災害復旧の施行のみでは再度災害の防止

に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行なう必要がある農業用施設又は林道の新

設又は改良に関する事業をいう。以下同じ。）については、国は、都道府県に対し、災害復旧事業にあつて

は暫定措置法第三条第一項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助のほか、予算の範囲内に

おいて、次に掲げる経費を補助することができる。 

 一 都道府県が行なう災害復旧事業又は災害関連事業に要する経費の一部 

 二 都道府県以外の者の行なう災害復旧事業又は災害関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行なう

ものとした場合においてこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合にお

けるその補助に要する経費（その額をこえて補助する場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除い

た経費）の全部 

 ２ 前項第一号の規定により国が行なう補助の額は、当該災害復旧事業又は当該災害関連事業に要する経

費の額（災害復旧事業にあつては暫定措置法第三条第一項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常

の補助の額に相当する部分の額を除く。）のうち政令で定めるところにより区分し、その区分された部分の

額にそれぞれ十分の九の範囲内において政令で定める率を乗じて得た額を合算した額とする。 

 ３ 前二項の規定により国が補助する額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例） 

第六条 

 激甚災害を受けた暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設に

ついては、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「三十万円」とあるのは「十万円」と、同法第三条第二項

第五号中「十分の二」とあるのは「十分の四（当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、

十分の九）」とし、その他の地域内の施設については、同号中「十分の二」とあるのは、「十分の三（当該

事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の五）」とする。 

 

（開拓者等の施設の災害災害復旧事業に対する補助） 

第七条 

 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設（暫定措置法

第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。）の災

害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が十万円以上のものに要する経費につき、都道府県が十分の九

（第三号に掲げる施設については、十分の九の範囲内で政令で定める率。以下この条において同じ。）を下

らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費

（都道府県が十分の九を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた

経費）の全部を補助することができる。 

 一 開拓者の住宅、農舎その他政令で定める施設 

 二 開拓者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの 

 三 水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの 
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（天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例） 

第八条 

 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和三十年法律第百三十六号。以

下「天災融資法」という。）第二条第一項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令

で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第四項第一号中「二

百万円（北海道にあつては三百五十万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五百万円、政令で

定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円）」

とあるのは「二百五十万円（北海道にあつては四百万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は六

百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場

合は五千万円）」とし、同項第二号中「六年」とあるのは「六年（政令で定める資金については七年）」と

する。 

 ２ 天災融資法第二条第三項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める

都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第八項中「二千五百万円（連

合会に貸し付けられる場合は五千万円」）」とあるのは、「五千万円（連合会に貸し付けられる場合は七千

五百万円」）以内で政令で定める額」とする。 

 

（森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助） 

第九条 

 国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定め

る林業用施設に係る堆積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をす

る場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費（都道府県が三分の二を

こえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費）の全部を補助する

ことができる。 

 

（土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助） 

第十条 

 国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところ

により湛水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の九を下らない率によ

る補助をするときは、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費（都道府県が十

分の九をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費）の全部を

補助することができる。 

 

（共同利用小型漁船の建造費の補助） 

第十一条 

 国は、激甚災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同

利用小型漁船建造費につき、当該漁業共同組合に対し、三分の二を下らない率による補助をする場合には、

予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費（都道府県が三分の二をこえる率によ

る補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費）の二分の一を補助することがで

きる。 

 ２ 前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小

型漁船で激甚災害を受けたもの（沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。）を激甚

災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の協同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の

漁船を建造するために要する経費をいうものとする。 

 

（森林災害復旧事業に対する補助） 

第十一条の二 

 国は、激甚災害を受けた政令で定める区域における森林災害復興事業につき、予算の範囲内において、当

該都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 

 一 都道府県が行う森林災害復旧事業に要する経費の二分の一 

 二 都道府県以外のものが行う森林災害復旧事業につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助を
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する場合におけるその補助に要する経費（都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、その

こえる部分の補助に要する経費を除いた経費）の四分の三 

 ２ 前項の森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合その他政令で定めるものが政令で定める

ところにより当該激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害を受けた樹木（当該激甚災害を

受けた樹木以外の樹木であつて当該激甚災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含

む。以下「被害木等」という。）の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、当該激甚災害に

より倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であつ

て政令で定める基準に該当するものをいうものとする。 

 

第四章 中小企業に関する特別の助成 

 

（中小企業信用保険法による災害関係保証の特例） 

第十二条 

 中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第三条第一項に規定する普通保険（以下この条

において「普通保険」という。）、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項

に規定する特別小口保険の保険関係であうて、災害関係保証（政令で定める日までに行なわれた次の各号に

掲げる者の事業（第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業）

の再建に必要な資金に係る同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保

証をいう。以下この条において同じ。）を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第三条第一

項、第三条の二第一項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保

険価額の合計が」とあるのは「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に

規定する災害関係保証（以下この条、次条及び第三条の三において「災害関係保証」という。）に係る保険

関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項

中「保険価額の合計が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係

の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第三項中「当該保証をした」とあるのは「災害関係保証及びそ

の他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の

保証ごとに、当該債務者」と、同法第三条の三第一項中「保険価額の合計が」とあるのは「災害関係保証に

係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中

「当該保証をした」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当

該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。 

 一 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等

協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体 

 二 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつ

て、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの 

 ２ 普通保険の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項

及び同法第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百

分の七十（無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業

開拓保険にあっては、百分の八十）」とあるのは、「百分の八十」とする。 

 

（中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期間等の特例） 

第十三条 

 都道府県は、中小企業近代化貸金等助成法（昭和三十一年法律第百十五条）第三条第一項に規定する貸付

けに係る貸付金であつて、激甚災害を受けた者で政令で定めるものが当該災害を受ける以前に貸付けを受け

たもの（同項第二号の貸与機関が、激甚災害を受けた者で政令で定めるものに対し、その者が当該災害を受

ける以前に同号に規定する近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は近代化プログラムに係るプログラム使用

権の提供を行つた場合における当該譲渡若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供に充てるため貸付け

を受けたものを含む。）については、同法第五条の規定にかかわらず、その償還期間を二年を超えない範囲

内において延長することができる。 

 

（事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助） 

第十四条 
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 国は、都道府県が、激甚災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合

又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定めるも

のの災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、

予算の範囲内において、当該補助に要する経費（都道府県が四分の三をこえる率による補助をする場合には、

そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費）の三分の二を補助することができる。 

 

（中小企業者に対する資金の融通に関する特例） 

第十五条 

 商工組合中央金庫は、次の各号に掲げる者に対して、その事業（第二号に掲げる者にあつてはその直接又

は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業）の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合

には、第一号に掲げる中小企業者に対する貸付金にあつては一人につき千万円を、同号に掲げる協業組合又

は団体に対する貸付金にあつては一団体につき三千万円を、第二号に掲げる団体に対する貸付金にあつては

その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者（当該貸付金の転貸を受ける者に限る。）一人につき千万

円をそれぞれ超えない範囲内において政令で定める額を限度として年六．二パーセントを超えない範囲内に

おいて政令で定める利率により貸し付けるものとし、国は、必要と認める場合には、政令で定めるところに

より、当該貸付けにつき、貸付け後三年間を限り利子補給金を支給する旨の契約を商工組合中央金庫と結ぶ

ことができる。 

 一 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等

協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体で政令で定めるもの 

 二 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつ

て、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの 

 ２ 前号の貸付けをする場合において、同項第一号に掲げる者のうち同号に規定する地域内にあるその者

の事業所又は主要な事業用資産の激甚災害による損失額が当該事業所若しくは主要な事業用資産の価額又

はその者の事業による総収入に比し政令で定める程度以上である旨の証明を市町村長その他相当な機関か

ら受けた者（以下この項において「特別被害者」という。）に対する貸付金及び同項第二号に掲げる団体の

直接又は間接の構成員である特別被害者に転貸される当該団体に対する貸付金の利率については、政令で定

めるところにより年三パーセントとする。 

 

第五章 その他の特別の財政援助及び助成 

 

（公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助） 

第十六条 

 国は、激甚災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育（社会教育法（昭和二十四年法

律第二百七号）第二条に規定する社会教育をいう。）に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物

以外の工作物、土地及び設備（以下次項及び次条において「建物等」という。）の災害の復旧に要する本工

事費、附帯工事費（買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費）及び設備

費（以下次項及び次条において「工事費」と総称する。）並びに事務費について、政令で定めるところによ

り、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。 

 ２ 前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する（原形に復旧することが不可能な場合

において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難

であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。）ものとし

て算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。 

 ３ 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部大臣の委任に基づいて第一項の補助

の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。 

（私立学校施設災害復旧事業に対する補助） 

第十七条 

 国は、激甚災害を受けた私立の学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校

をいう。以下同じ。）の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事

務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その

二分の一を補助することができる。 

 ２ 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合に
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